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陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 ：  １ 

件  名 援護用タブレット通信料 

作成：令和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

変更：令和  年  月  日 

群馬地方協力本部援護課総括班 

１  総 則 
 
１．１ 適用範囲  
        この仕様書は、群馬地方協力本部内で使用する就職援護用タブレットについて規定 

する。 
 
２  タブレット本体、および付属品の使用に関する要求 
 
２．１ 利用可能期間 
        令和６年４月１日（月）～令和７年３月３１日（月） 
 
２．２ 使用台数 
        タブレット本体（充電器等付属品込み）３台 
     
２．３  タブレット規格 
        タブレット本体（本体についてはｉＯＳもしくはＡｎｄｒｏｉｄとし日本、および 

米国内メーカー製に限るものとする）付属品、基本料及び通信料等（以下の能力を含む） 
（１） ＬＴＥモデル（４Ｇ以上、Ｗｉ-Ｆｉに対応）でインターネットに         

接続可能であること 
（２） 画面サイズ１０インチ以上 
（３） ＲＡＭ ４ＧＢ（ｉＯＳに限り３ＧＢ以上も可）／ＲＯＭ ３２ＧＢ以上 
（４） メール機能が使用できること 
（５） インカメラ、アウトカメラ１２０万画素以上 
（６） ＴＶ会議機能に対応すること 
（７） 器材の補償サービス（基本無償） 
（８） 最新のＯＳ（令和６年１月１日現在） 
（９） 月使用通信量 ５０ＧＢ/台 以上 
（10） 充電に関わる器機（付属品） 

 
３  保全、セキュリティ 
 
３．１  以下に示すセキュリティ等が構築されていること 
  (１) 使用するネットワーク、および通信に関して、不正アクセスや妨害が無いよう 

２４時間３６５日監視・運用されていること 
  (２) 紛失した場合、遠隔操作で使用不能にできること 
 
 
 
 



 
４ 料金プラン 
 
４．１ データ通信 
    通信料が毎月定額であるであること。 
 
４．２ タブレット端末の代金 
    タブレットはレンタルとし、レンタル料及び初期費用等については一括の 

支払いとする。 
 
５ 契約終了に伴う返却（返納）条件 
 
５．１ 各使用場所から直接契約相手側に返却できること。 
 
５．２ 返却する際の輸送代金は契約相手側が負担するものとするも別途調整する。 
 
６ 契約相手側が提出する書類 
 
６．１ 毎月提出する書類 
  (１) 請求書 
  (２) 利用内訳書 
  (３) 使用明細書 
 
６．２ 毎月提出する書類の提出先 
    群馬県前橋市南町３丁目６４－１２に６．１項で示した書類をそれぞれ送付 
 
７  監督・検査 
    監督・検査は、契約担当官の定める監督・検査実施要領により実施する。 
 
８ その他 
 
８．１ 備 考 

この仕様書に明記されていない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、官側と協議
してこれを解決する。 
 

８．２ 細部調整先 

群馬地方協力本部 援護課 総括班長 相川事務官 
ＴＥＬ０２７－２２１－４４７１（内線：２２８） 


